
 

 

 

 

（案） 

 

 

計 画 書 

 

大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更（市決定） 

 

 

大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を次のように変更する。



 

 

 

理  由 

 

大阪都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の目標年次である令和２年を迎えたことか

ら、人口、産業の現状及び将来の見通しと近年の社会情勢の変化を踏まえ、変更を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

（ 参 考 ） 

 

１．変更に係る土地の区域 

  大阪市全域 

 


